
京丹後市告示第１０号  

平成 23 年度 京丹後市市有地売払一般競争入札の実施について  

 

下記のとおり、平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札を実施しますので、

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び京丹後市市有地

売払一般競争入札実施要綱（平成２０年京丹後市告示第１４７号）第６条の規定によ

り公告します。  

 

平成２４年１月２０日  

 

京丹後市長 中 山  泰  

 

 

１ 入札に付する物件  

物
件 

所 在 地 
登記地目 

（現況地目）
面 積 

予 定 価 格 
(最低売払価格)

1  峰山町丹波小字イナキバ 562-2 
宅地 

（宅地） 
157.01 ㎡ 2,280,000 円

２  大宮町口大野小字ヱノボ 2450 他１筆 
原野 

（原野） 
704.68 ㎡ 197,000 円

３  久美浜町小字弁才天 1767-7 
宅地 

（宅地） 
320.47 ㎡ 5,030,000 円

８  久美浜町小字弁才天 1767-9 
宅地 

（宅地） 
287.05 ㎡ 4,830,000 円

 ※入札予定物件については、都合により一部物件の入札を中止する場合があります。 

 ※予定価格（最低売払価格）とは、この額以上であれば入札に参加できる最低金額

です。 

 ※上記物件には、いつまでに住宅を建てなければならないなどの建築条件はありま

せんが、土地の用途指定条件があります。 

２ 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  

 一般競争入札には、次に掲げる者（法人を含む。）を除き、個人又は法人を問わ



ず参加できるものとします。 

 ■入札に参加することができない者 

① 入札日において２０歳未満の者 

② 市内に住所を有しない個人及び法人（ただし、市内に住所を有しないが、

売払物件を落札した場合に当該売払物件に自ら居住し、又は利用する予定

の個人及び法人を除く。） 

③ 市に納付すべき税、使用料、分担金等について滞納がある者 

④ 売払物件を次条に規定する用途指定条件に反して利用しようとする者 

⑤ 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得

ない者 

⑥ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当する者で、

当該各号に該当する事実があった後２年を経過していない者 

⑦ 地方自治法第２３８条の３第１項に規定する公有財産に関する事務に従

事する市職員 

⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号から第６号までに規定する者その他反社会的団体及びこ

れらの構成員並びにこられの者から委託を受けた者 

⑨ 前各号に掲げるもののほか市長が必要な資格を定め、公示したもの 

  

３ 売払地の用途指定条件に関する事項 

（１）売払物件の用途には、次の用途指定の条件を付すものとします。 

① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２

２号）第２条第１項各号に掲げる風俗営業及び同条第５項に規定する性風俗関

連特殊営業並びにこれらに類する営業の用途に使用してはならない。 

② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号から第６号ま

でに規定する方、その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために

利用するなど公序良俗に反する用途に使用してはならない。 

③ 住宅地においては廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１



３７号）第２条に規定する廃棄物を処理するための用途に使用してはならない。 

④ その他売払物件の用途として適当でないと市長が特に指定する用途に使用し

てはならない。 

（２）売払物件の売買契約又は売払物件の所有権を第三者に移転する場合は、前項の

条件を継承し上記の特約を継承させなければならないものとします。 

 

４ 入札参加申込みに関する事項 

(１）  受付期間及び時間 

 平成２４年１月２５日（水）から平成２４年２月２０日（月）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後４時まで（正午より午後１時までの間は除く） 

郵便書留による申込みの場合は平成２４年２月２０日（月）午後４時までに

到着したものを有効とします。 

(２）  受付場所又は送付先 

〒６２９－８５６７ 京丹後市峰山町杉谷８８９番地 

京丹後市役所 財務部 管財・収納課（峰山庁舎１階） 

(３）  提出書類 

①  市有地売払一般競争入札参加申込書 

②  誓約書 

③  添付書類（発行後３ヶ月以内のもの） 

  個人の場合 住民票 納税証明書（直近 1 年） 

    法人の場合 資格証明書（法人登記簿抄本、代表者事項証明書等） 

 納税証明書（直近 1 年） 

※ 共有名義で入札参加する場合は、共有者全員の住民票が必要 

(４）  受付場所又は送付先 

〒６２９－８５６７ 京丹後市峰山町杉谷８８９番地 

京丹後市役所 財務部 管財・収納課（峰山庁舎１階） 

(５）  参考資料（平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札実施要領）の閲覧・



配布期間及び時間 

平成２４年１月２５日（水）から平成２４年２月２０日（月）まで 

（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午より午後１時までの間は除く） 

(６）  参考資料（平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札実施要領）の閲覧・

配布場所 

   京丹後市各市民局窓口及び財務部管財・収納課（峰山庁舎１階） 

 

５  入 札 保 証 金 に 関 す る 事 項  

（１）入札保証金 

➀ 入札に参加しようとする者は、入札金額の 100 分の 5 以上に相当する額を入

札保証金として、入札の期日までに納入しなければならない。ただし、契約を

締結しないこととなるおそれがないと市長が認めるときは、入札保証金の納付

を免除します。（免除の場合は別途通知します） 

② 入札保証金の納付先は、市が指定する金融機関に振込むものとします。 

③ 入札保証金は、落札者以外の者には入札終了後速やかに返却するものとしま

すが、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金又は売買代金に充当するもの

とします。（入札保証金には利息を付しません） 

④  入札保証金を免除の方で、契約を締結されない場合は、入札保証金に相当する 

違約金を申し受けます。 

⑤ 落札者が落札物件の売買契約を締結しないとき又は落札後に京丹後市市有財

産売払一般競争入札実施要綱第 2 条に該当する者であることが判明し、その入札

が無効となった場合は、入札保証金は違約金として市に帰属し返却しないものと

します。 

（２）入札参加許可証、入札保証金納付書等の送付 

申込書受領後、書類審査の上「市有地一般競争入札参加許可証」と共に、入札保

証金が必要な場合は「入札参加保証金納付書」並びに「入札保証金返還請求書」を

送付します。なお、入札保証金を免除する場合は、その旨を通知します。 



 

６ 入札方法等 

（１）入札の方法 

「入札書」に住所、氏名（法人の場合は所在地、法人名、代表者氏名）及び入札金

額を記載し、押印の上、そのまま入札箱に投函するものとします。 

  ※入札当日、代理人が参加する場合は、「委任状」を提出するものとします。 

 ※入札参加者が１名の場合であっても入札は有効とします。 

※入札保証金の免除の方は、あらかじめ参加希望をされた物件以外の物件への応

札も可能とします。 

（２）入札の日時及び場所 

日時 平成２４年 ２月２４日（金） 午後１時３０分から 

場所 京丹後市峰山庁舎 ２階 ２０１・２０２会議室 

※ 入札会のスケジュール等詳細については、参加予定者に別途連絡するもの

とします。 

※ 入札の物件等の都合により数物件をまとめて入札を行いますので、その間、

入札中の会場への出入はできないものとします。 

※ 入札会場への入室につきましては、席の都合により原則２名までとするも

のとします。なお、報道機関関係者の場合は入札会場への出入りを認めま

す。 

（３） 入札の辞退 

①  一般競争入札参加申込書を提出後に入札を辞退する場合は、必ず事前に入札辞 

退の連絡を行うものとします。 

②  入札締切後の入札書又は入札保証金は、いかなる理由があっても引き替えもし 

くは訂正又は取消しはできないものとします。 

③  入札開始時刻までに入札会場に入室していない場合は入札を辞退したものとし 

て取扱うものとします。 

（４） 開札 

開札は、入札後直ちに行うものとします。 



（５）入札の無効 

次のいずれかに該当するする入札は無効とします。 

① 入札に参加する資格がない者がした入札又はその権限を証する書面を提出せ

ずに代理人がした入札 

② 指定の時刻までに入札書を提出しなかった入札 

③ 所定の入札書によらない入札 

④ 入札者又はその代理人の記名押印がない入札書による入札 

⑤ 委任状に押印した代理人印と異なる印鑑を押印した入札書により代理人がし

た入札 

⑥ 入札金額、入札者又はその代理人の氏名若しくはその他主要部分が識別し難

い入札書による入札 

⑦ 入札金額を訂正した入札書による入札 

⑧ 入札者又はその代理人が１人で２枚以上の入札をした場合のその全部の入札 

⑨ 入札に関し、不正の利益を得るために連合その他の不正な行為をした者の入

札 

⑩ 入札関係職員の指示に従わない等、入札会場の秩序を乱した者の入札 

⑪ その他平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札実施要領に違反して行わ

れた入札 

（５）落札者の決定 

落札者は、次の方法により決定するものとします。 

① 有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、市が定めた売却

予定価格以上で、かつ最高の価格をもって入札したものを落札者とします。 

② 上記に該当するものが２人以上あるときは、入札直後直ちに行うくじ引きに

より決定します。 

 

７ 契約書の締結及び売買代金の支払いに関する事項 

（１） 契約の締結 

落札者との売買契約は、市長が指定する日まで（おおむね７日以内）に別に定め



る市有財産売買契約書により締結するものとします。ただし、京丹後市議会の議決

に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１６年京丹後市条例第

７７号）第３条に該当する場合は、仮契約の締結とします。なお、落札者が一般競

争入札において落札した売払物件（以下「落札物件」という。）について、上記３

に規定する用途指定条件に違反し、又は公序良俗に反する用途に供するおそれがあ

るときには、市は契約を締結しないことができるものとします。 

（２）契約代金の支払い 

売買契約を締結した落札者（以下「契約者」という。）は、売買契約締結時に契

約金額を市に納入しなければならないものとします。 

２ 契約者は、前項の規定にかかわらず、契約金額の 100 分の 10 に相当する額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の契約保証金を売買

契約締結時に市に納入し、売買契約締結日の翌日から起算して 20 日以内に契約金

額の全額を市に納入することができるものとします。 

 

８．所有権の移転、物件の引渡しに関する事項 

売買代金が完納された後、市で土地所有権移転の嘱託登記を行い、現状有姿のま

ま土地の引渡しをします。なお、土地所有権の移転登記時に課税される登録免許税

又は所有権移転後の公租公課等は、落札者の負担とします。 

  また、所有権移転後における地目変更等の登記は、市は一切行わないものとし、

必要に応じて落札者にて行うものとします。 

９．買戻し特約 

売払物件には用途指定条件を担保するため買戻特約（10 年間）を設定し、所有権 

移転登記と同時に買戻しの特約登記を行うものとします。 

 

１０．瑕疵担保責任 

売払物件に隠れた瑕疵があっても、本市はその責めを受けないものとします。 

 

１１．その他の留意事項 



（１）物件は現状有姿での売払い、引渡しとなりますので、入札参加者は必ず事前に

現地を確認するとともに、平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札実施要領

を承知の上参加するものとします。 

（２）情報公開請求により、入札に参加された方全員の氏名（法人の場合はその名称）

を公表する場合もあります。 

（３）本公告及び平成 23 年度京丹後市市有地売払一般競争入札実施要領の内容に定め

のない事項は、地方自治法、同施行令、本市公有財産規則、本市契約規則等の関連

諸法令に定めるところによって処理するものとします。 

 

１２．問合せ先 

京丹後市役所 財務部 管財・収納課 TEL（０７７２）６９－００８０（直通） 


